
あかね書房
　「夢を目標にしてチャレンジすることが、一番大事」「勝たなおもろない!!」「「やり続けていくこと
が自信につながっていく」自分の目指す夢に向かって突き進むアスリート達は大切にしている言葉
をもっています。そんな言葉にまつわるたくさんのお話を紹介します。東京オリンピック・パラリン
ピック2020は、延期になりましたが、不屈の精神を持つアスリート達の力強い言葉を聞くと元気
が出ます。

〈児童書〉 『アスリートがくれた元気が出る言葉』

　「プライマリ・ケア」とは、「普段から何でも診てくれ、相談に乗ってくれる身近な医師（主に開業
医）による医療」です。プライマリ・ケアの第一人者が、体のしくみを説明しながら、がん患者の体
で起こっていることや現在の医療技術で可能な検査や治療について解説。医療や医師との向き
合い方や、がんを克服するための心構えのヒント等も伝えます。

〈一般書〉 『がんを疑われたら最初に読む本　プライマリ・ケア医の立場から』
高橋基文／著　クロスメディア・パブリッシング・インプレス
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　来月号（６月号）には、令和元年５月生まれのお子さんの写真を掲載する予定です。
　該当の方にはご連絡します。
　詳しくは、企画商工課広報担当（☎64－3114）へお尋ねください。

1歳になりましたで月４４

図書館からの
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「がん関連図書コーナー」を新設しました！
　病気の本の本棚に「がん関連図書コーナー」ができました。各種がんの症状と治療法、生活
ケア、食事、闘病記などを集めています。これからも、新しいがん関連図書を購入予定です。

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、図書館は当面の間休館します。利用者の皆さまには、ご迷惑をお
掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
☆貸出中の図書・雑誌をお持ちの皆さまで、返却希望の方はポストに入れてください。
　図書館が開館してご返却いただいてもかまいません。貸出期間は自動的に延長になります。
☆視聴覚資料をお持ちの方は返却ポストに返却をしないでください。

【休館のお知らせ】

岡山県浅口郡里庄町役場　〒719-0398  岡山県浅口郡里庄町大字里見1107－2　TEL.0865－64－3111
　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス https://www.town.satosho.okayama.jp
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唯ちゃんお誕生日おめ
でとう！お兄ちゃんと
仲良く遊んでね！
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しゅんちゃんお誕生日
おめでとう。毎日笑っ
て過ごそうね。
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だより図書館 里庄町立図書館　☎64ｰ6016　
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まちのわだい

一人ひとりの心がけで
　　　　　交通事故ゼロへ！
～春の交通安全県民運動～

　４月６日から４月15日にかけて、春の交通安
全県民運動が行われました。７日には小学校
の始業式とあわせて、町内で交通安全啓発
活動として早朝街頭指導を行い、久しぶりに
学校へ行く児童の安全を見守りました。

消防団長に北野充德さんを再任
　このたび、里庄町消防団幹部の任期満了に伴い、令和２年４
月１日付けで、消防団長として北野充德さんが再任されました。
　また、副団長として川﨑一則さんと小笠原正志さんが、分団
長として磯田典久さんと髙津直行さんが、副分団長として才野
孝志さんと福原吉武さんがそれぞれ再任されました。
　なお、幹部の任期は、令和２年４月１日から令和４年３月31日ま
での２年間です。

北野 充德 さん

　３月30日、里庄町役場で第18回古山賞授与式が行われ
ました。古山賞は、里庄町の地域づくりや青少年の健全育
成に対し、顕著な功績のあった方に賞を贈り、その栄誉を
讃えるものです。
　地域づくり部門においては、平成19年の発足当時から高
岡地区山王里山保全会事務局長として、里山の保全活動
に取り組んでこられた生實正直さんが受賞されました。
　また、青少年健全育成部門においては、昭和62年から
中学校歯科医として、歯科健診を通じ、長年にわたり健康増進および健康教育に努められた原田俊
三さんが受賞されました。
　生實さんは、「子どもの明るい声が聞こえるまちを目指し、活動を続けていきたい。」と、原田さん
は、「受賞を励みに、今後も町民の健康増進に努めたい。」と受賞の喜びを語りました。

生實正直さん、原田俊三さん　古山賞受賞
　　～第１８回古山賞授与式～

生實 正直 さん 原田 俊三 さん

新型コロナウイルスの
感染拡大防止に努めましょう
　現在、日本国内においても新型コロナウイルスの感染が拡大してい
ます。一人ひとりが感染予防を徹底し、感染拡大防止に努めましょう。

感染を予防するために
・風邪やインフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどを徹底してください
・人混みを避け、不要不急の外出は控えましょう
・室内にいる場合は、定期的に換気をしましょう

【咳エチケット】

マスクを着け、
口と鼻を覆う

マスクが
ないとき

とっさの
とき

新型コロナウイルス感染の疑いのある人は
　次のいずれかの症状がある人は帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や妊娠中の方、基礎疾患等のある方は、上記の状態が２日以上続く場合

帰国者・接触者相談センター　☎0865-69-1675　FAX0865-63-5750

■ 厚生労働省電話相談窓口　　☎0120-565653   FAX03-3595-2756
■ 岡山県電話相談窓口　　　　☎086-226-7877  FAX086-225-7283

◆新型コロナウイルスについての一般的なお問い合わせは、次の窓口にご相談ください。

◆新型コロナウイルスに関する最新情報は、厚生労働省ホームページで確認することがで
　きます。また、町ホームページにも特設ページを設けていますので、ご確認ください。

■ 厚生労働省ホームページ ■ 町特設ページ

【問合せ先】健康福祉課　☎64-7211

　里庄町ではウイルスの除去に効果がある微酸性次亜塩素酸電解水を配布しています。次のも
のをお持ちのうえ、健康福祉センターまでお越しください。

・町内在住の方･･･１世帯あたり１ℓまで
・町内事業者･････１事業者あたり２ℓまで
※4月中に配布を受けられた方も対象です。

・洗浄したペットボトル（ミネラルウォーターが望ましい）
※事業者の方は申請用紙に事業所の所在地と代表者名を記入していただきます。

午前:９時～12時　午後:13時～15時(平日のみ)

対 象 者

配 布 時 間

必要なもの
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令和２年度国民健康保険税の制度改正について

夜間納付窓口を開設
　日中に役場へ来庁できない方を対象に、夜間に町税や保険料の納付窓
口を開設します。この機会にぜひご利用ください。
　※新型コロナウィルス感染拡大防止措置として、納付相談窓口は開設
　　しません。

日　時 5月20日（水）、5月21日（木）
17時15分～20時
里庄町役場庁舎１階 町民課（税務）窓口場　所

　国の税制改正により、令和2年度から国民健康保険税の賦課限度額の引き上げおよび低所得者に対す
る軽減措置の対象が拡大されます。(税率の変更はありません。）　

※65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等所得額から15万円を控除した金額で判定します。
※事業所得の青色専従者控除や事業専従者控除は含まない額で判定します。
※分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。

（１）賦課限度額の引き上げ

（２）軽減措置の対象を拡大

軽減割合
７割軽減
５割軽減
２割軽減

軽減対象の基準（擬制世帯主の所得も含みます。）
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円以下の世帯
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円＋（28万円×被保険者数）以下の世帯
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円＋（5１万円×被保険者数）以下の世帯

●令和元年度まで

軽減割合
７割軽減
５割軽減
２割軽減

軽減対象の基準（擬制世帯主の所得も含みます。）
●令和２年度から（制度改正後）

◎軽減措置に関しての申請は不要ですが、世帯主および16歳以上の国民健康保険加入者の所得の申告
　が必要です。未申告の方は必ず所得の申告をしてください。
所得の申告は　町民課（税務）へお越しください。

っておきたい税情報知知 問合せ先
町民課（税務）
☎６４-３１１３

軽自動車税（全期）
納期限6月1日（月）

５月の納税

医療費給付分
介護納付金分

61万円
16万円

● 令和元年度まで
医療費給付分
介護納付金分

63万円
17万円

●令和２年度から（制度改正後）

　　　　　【問合せ先】 岡山県後期高齢者医療広域連合　☎086-245-0090

令和２・３年度の後期高齢者
　　　　医療保険料率が決定しました

　令和２・３年度の後期高齢者医療保険の保険料率（均等割額と所得割率）が次の
とおり決まりました。
　保険料率は、２年ごとに見直しが行われ、今回の保険料率の改定では、均等割額、
所得割率ともに平成30年度・令和元年度から据え置くこととなりました。
　被保険者一人ひとりに納めていただく保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に
応じて負担する「所得割額」の合計額となり、次の計算式により算出されます。

　世帯の所得状況に応じて、次のとおり均等割額は軽減されます。
　均等割額の軽減の見直しについては、世代間の公平性の観点から令和元年度から段階的に見直されて
おり、これまで８割軽減となっていた方は７割軽減に、８.５割軽減となっていた方は７.７５割軽減に変更になり
ます。

○保険料均等割額の軽減の見直し

※一人あたりの保険料は、100円未満を切り捨てます。
※保険料は年度（４月から翌年３月までの12か月）で計算され、年度の途中で加入された場合は加入された　
　月から計算されます。
※所得とは、雑（年金）所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。
　（遺族・障害年金等は除く。）

一人当たりの
保険料

（限度額64万円）

均等割額

46，600円
所得割額

（所得－33万円）×9．17％（所得割率）

○岡山県後期高齢者医療保険料（令和２・３年度）年額

= +

　　　　　町民課（税務）　　☎64-3113

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

［令和元年度における８．５割軽減の区分］
（年額6,900円）

［令和元年度における８割軽減の区分］
33万円以下

７割

本則 令和元年度 令和２年度
８．５割

（年額10,400円）
７．７５割（※1）

（年額9,300円）
８割

（年額13,900円）
７割

5割
2割

5割
2割

33万円＋28.5万円×（被保険者数）以下
33万円＋52万円×（被保険者数）以下

うち、被保険者全員の所得（年金の所
得控除額は80万円として計算）が０円

均等割額の軽減割合

・ 軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
・ 軽減判定の際には、基礎控除（33万円）はありません。
・ 所得が公的年金の場合は、総所得金額から年金所得の範囲内で、最大15万円を控除し判定します。
・ 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
・ 世帯主およびその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できない
  ため、軽減が適用されません。
※1　7.75割については、令和３年度に本則の７割（年額13,900円）に変更となります。

世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円以下の世帯
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円＋（28.5万円×被保険者数）以下の世帯
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円＋（52万円×被保険者数）以下の世帯
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令和２年度国民健康保険税の制度改正について

夜間納付窓口を開設
　日中に役場へ来庁できない方を対象に、夜間に町税や保険料の納付窓
口を開設します。この機会にぜひご利用ください。
　※新型コロナウィルス感染拡大防止措置として、納付相談窓口は開設
　　しません。

日　時 5月20日（水）、5月21日（木）
17時15分～20時
里庄町役場庁舎１階 町民課（税務）窓口場　所

　国の税制改正により、令和2年度から国民健康保険税の賦課限度額の引き上げおよび低所得者に対す
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※分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。

（１）賦課限度額の引き上げ

（２）軽減措置の対象を拡大

軽減割合
７割軽減
５割軽減
２割軽減

軽減対象の基準（擬制世帯主の所得も含みます。）
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円以下の世帯
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円＋（28万円×被保険者数）以下の世帯
世帯主および被保険者の所得合計額が、33万円＋（5１万円×被保険者数）以下の世帯

●令和元年度まで

軽減割合
７割軽減
５割軽減
２割軽減

軽減対象の基準（擬制世帯主の所得も含みます。）
●令和２年度から（制度改正後）
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っておきたい税情報知知 問合せ先
町民課（税務）
☎６４-３１１３

軽自動車税（全期）
納期限6月1日（月）

５月の納税

医療費給付分
介護納付金分
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16万円

● 令和元年度まで
医療費給付分
介護納付金分
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17万円
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= +
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33万円＋52万円×（被保険者数）以下

うち、被保険者全員の所得（年金の所
得控除額は80万円として計算）が０円
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危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
　地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害の発生や、通行の妨げになることを防止し、災害に強い
まちづくりを推進するため、既存ブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を補助します。
　申請は、ブロック塀等の所有者が行ってください。ただし、補助金の交付決定前にブロック塀を撤去した
場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

補助の対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとなります。
（１）里庄町内に存在するもの
（２）避難路に面しているもの
（３）道路面からの高さ（Ａ）が１ｍ以上のもの
（４）道路境界線からの距離（Ｂ）が高さ（Ａ）以下のもの
（５）危険なブロック塀等であるもの
　※避難路については、町ホームページか農林建設課窓口でご確認ください。

補助対象となるブロック塀等

【申込み・問合せ先】農林建設課　☎６４－7214

補助金額
　①対象となるブロック塀等の撤去に要する費用（工事見積額）と②ブロック塀等の長さに9,000円/ｍを掛
けた額のいずれか少ない金額の3分の2の額（千円未満は切り捨て）で、補助上限額は15万円とします。

募 集 数
　４件

募集期間
　６月１日（月）から8月31日（月）まで
　※募集期間終了後、申込者数が募集定数を上回る場合、抽選により決定します。

【高さ算定例】

【対象となるブロック塀等】
対象範囲 対象範囲対象外 対象外

1m 1m

※対象外
　門柱、門扉、フェンス、笠木瓦

通　常 用水路がある場合 擁壁（石積含む）がある場合

※擁壁上のブロック塀等が、1段の場合は除く道路境界線からの距離
B ≦ A

道路境界線

敷地

道路面

用水路

高さ（A）
敷地

道路面

高さ（A）

道路面

高さ（A）

敷地

　岡山県では、次のとおり令和２年度の狩猟免許試験および狩猟免許の更新に係る適性試験および
講習を実施します。（いずれの会場でも受験できます。）
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、狩猟免許試験については各会場とも定員50名で、受
付は先着順となります。
　受験手続きや更新手続きなど、詳しくは岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室のホームペー
ジをご覧いただくか、最寄りの県民局森林企画課へお問い合わせください。

　新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間納税が
猶予される特例制度の創設が予定されています。猶予期間中は延滞金がかかりません。
　なお、この情報は国会において関係法案が成立することが前提となります。最新の情報は、町
ホームページをご確認ください。

◆対象となる方
　次の①、②いずれの条件も満たす個人または法人
　①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業
　　等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
　②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
◆対象税目
　令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期が到来する未納の町税
◆申請期限
　関係法令の施行日から２か月後または各納期限のいずれか遅い日まで
◆申請方法
　申請書と収入や現預金の状況が分かる資料を町民課（税務）へご提出ください。（郵送可）
　申請書の様式は町ホームページに掲載する予定です。

野生鳥獣の捕獲には
狩猟免許が必要です！

～狩猟免許試験、狩猟免許の更新に係る
　　　　　適性試験および講習が実施されます～

☎ ０８６－２２６－７４３９
☎ ０８６－２３３－９８３２

岡山県農村振興課鳥獣害対策室
備前県民局森林企画課

☎ ０８６－４３４－７０５２
☎ ０８６８－２３－１３８４

備中県民局森林企画課
美作県民局森林企画課問合せ先

試験日および場所
○狩猟免許試験
８月5日（水）

９月８日（火）

11月20日（金）

12月20日（日）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）

倉敷市民会館（倉敷市本町）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）

グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田）

○狩猟免許更新に係る適性試験および講習
　※狩猟免許の有効期間は３年です！

　６月19日（金）

８月６日（木）

９月３日（木）

倉敷市玉島市民交流センター（倉敷市玉島阿賀崎）

グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）

補助を受けたい方は、ブロック塀等を撤去する前に
必ず農林建設課へ事前に相談してください。

（B）

【問合せ先】町民課（税務）　☎６４－3113

新型コロナウイルスの影響により町税の納付が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」のご案内



06SATOSHO07 SATOSHO

危険なブロック塀等の撤去費用の一部を補助します
　地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害の発生や、通行の妨げになることを防止し、災害に強い
まちづくりを推進するため、既存ブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を補助します。
　申請は、ブロック塀等の所有者が行ってください。ただし、補助金の交付決定前にブロック塀を撤去した
場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

補助の対象となるブロック塀等は、以下の要件をすべて満たすものとなります。
（１）里庄町内に存在するもの
（２）避難路に面しているもの
（３）道路面からの高さ（Ａ）が１ｍ以上のもの
（４）道路境界線からの距離（Ｂ）が高さ（Ａ）以下のもの
（５）危険なブロック塀等であるもの
　※避難路については、町ホームページか農林建設課窓口でご確認ください。

補助対象となるブロック塀等

【申込み・問合せ先】農林建設課　☎６４－7214

補助金額
　①対象となるブロック塀等の撤去に要する費用（工事見積額）と②ブロック塀等の長さに9,000円/ｍを掛
けた額のいずれか少ない金額の3分の2の額（千円未満は切り捨て）で、補助上限額は15万円とします。

募 集 数
　４件

募集期間
　６月１日（月）から8月31日（月）まで
　※募集期間終了後、申込者数が募集定数を上回る場合、抽選により決定します。

【高さ算定例】

【対象となるブロック塀等】
対象範囲 対象範囲対象外 対象外

1m 1m

※対象外
　門柱、門扉、フェンス、笠木瓦

通　常 用水路がある場合 擁壁（石積含む）がある場合

※擁壁上のブロック塀等が、1段の場合は除く道路境界線からの距離
B ≦ A

道路境界線

敷地

道路面

用水路

高さ（A）
敷地

道路面

高さ（A）

道路面

高さ（A）

敷地

　岡山県では、次のとおり令和２年度の狩猟免許試験および狩猟免許の更新に係る適性試験および
講習を実施します。（いずれの会場でも受験できます。）
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、狩猟免許試験については各会場とも定員50名で、受
付は先着順となります。
　受験手続きや更新手続きなど、詳しくは岡山県農林水産部農村振興課鳥獣害対策室のホームペー
ジをご覧いただくか、最寄りの県民局森林企画課へお問い合わせください。

　新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間納税が
猶予される特例制度の創設が予定されています。猶予期間中は延滞金がかかりません。
　なお、この情報は国会において関係法案が成立することが前提となります。最新の情報は、町
ホームページをご確認ください。

◆対象となる方
　次の①、②いずれの条件も満たす個人または法人
　①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業
　　等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
　②一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
◆対象税目
　令和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期が到来する未納の町税
◆申請期限
　関係法令の施行日から２か月後または各納期限のいずれか遅い日まで
◆申請方法
　申請書と収入や現預金の状況が分かる資料を町民課（税務）へご提出ください。（郵送可）
　申請書の様式は町ホームページに掲載する予定です。

野生鳥獣の捕獲には
狩猟免許が必要です！

～狩猟免許試験、狩猟免許の更新に係る
　　　　　適性試験および講習が実施されます～

☎ ０８６－２２６－７４３９
☎ ０８６－２３３－９８３２

岡山県農村振興課鳥獣害対策室
備前県民局森林企画課

☎ ０８６－４３４－７０５２
☎ ０８６８－２３－１３８４

備中県民局森林企画課
美作県民局森林企画課問合せ先

試験日および場所
○狩猟免許試験
８月5日（水）

９月８日（火）

11月20日（金）

12月20日（日）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）

倉敷市民会館（倉敷市本町）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）

グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田）

○狩猟免許更新に係る適性試験および講習
　※狩猟免許の有効期間は３年です！

　６月19日（金）

８月６日（木）

９月３日（木）

倉敷市玉島市民交流センター（倉敷市玉島阿賀崎）

グリーンヒルズ津山リージョンセンター（津山市大田）

体験学習施設百花プラザ（岡山市東区西大寺南）

補助を受けたい方は、ブロック塀等を撤去する前に
必ず農林建設課へ事前に相談してください。

（B）

【問合せ先】町民課（税務）　☎６４－3113

新型コロナウイルスの影響により町税の納付が困難な方へ
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　農家の方の高齢化や担い手不足等により増加する荒廃農地対策として、町補
助金制度を創設し、予算の範囲内で担い手の方を支援します。

問合せ先 農林建設課
☎６４－７２１５

　町内の荒廃農地を借りたり購入したりして、営農を再開する農家の方等で次の要件を満たす方
（自己所有の農地は対象になりません。）

農業委員会による現地調査において、再生利用が可能な荒廃農地であると判断された農地であり、
営農再開までに一定以上の労力と費用が必要であること
荒廃農地に賃借権・使用賃借権を設定・移転するか、所有権の移転をするか、農作業受委託をすること
荒廃農地の再生作業等の後、５年間以上の耕作をすることを誓約し、毎年、耕作状況を報告すること
申請時点で納期限が到来している町税等の納付金に滞納がないこと

【対象者】

・

・
・
・

再生作業…農地の障害物除去、深耕、整地等
土壌改良…再生作業が行われた農地への堆肥や肥料等の投入等
営農定着…営農再開に向けた種子や営農資材等の導入等

【対象となる取組】
・
・
・

　次の10ａあたりの金額または事業費の２分の１のいずれか低い方の金額を補助します。（補助金
の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。）

再生作業…10ａあたり５万円
土壌改良…10ａあたり2.5万円
営農定着…10ａあたり2.5万円

【補助率】

・
・
・

５月11日（月）から５月29日（金）17時まで
※予算額を超える応募があった場合には、抽選とします。
　上記期間中の応募が予算額に達しない場合は、以降は
　先着順とします。（予算がなくなり次第終了します。）

【募集期間】

補助金の交付決定前に作業を開始した場合は、対象となりませんので注意してください。
令和２年度は、岡山県にも同様の補助金があります。
申請方法等、詳しくは農林建設課にお尋ねください。

【その他】

※申込みは受付順とし、
件数を満たした時点で
受付を終了します。

⑴里庄町内に存在する昭和56年５月31日
以前に建てられた一戸建ての住宅（事
務所などとの併用住宅にあっては、住
宅部分が過半のもの）

⑵構造が木造在来軸組工法であるもの
（対象外：ツーバイフォー工法、ログハ
ウス、プレハブなど）

⑶２階建て以下のもの

　町内に数多く存在する木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、住宅の耐震診断お
よび耐震改修に係る費用の一部を補助します。

木 造 住宅 耐 震 診 断 および耐 震 改 修 の募 集

◆募集期限　令和2年11月30日（月）まで (土・日・祝日を除く開庁時間内）

岡山県からのお知らせ

水田で使う被覆肥料の被膜殻の流出防止について
～海洋ごみ等のプラスチック問題解決に向けて～

　水田で被覆肥料の肥料成分が溶出した後、プラスチック等の被膜殻が水面に浮上し、水田から
河川や海洋等に流出する可能性があります。
　被覆肥料を使用している場合は、浅水代かきを行う他、代かきや田植え前の強制落水は避ける
などの水管理を行うことにより、被覆肥料をほ場外に流出させないように注意しましょう。

ポイント
〇畦畔管理
・あぜ塗りの徹底やあぜシートを設置する
・水尻周辺を丁寧に踏み固める
・止水板はあぜより高くする
〇代かき
・入水時までに田面の高低差をなくす
・代かきは浅水で行う
・強制排水ではなく、自然落水で水位調整する

〇田植え
・田植え前の落水は行わず、自然落水で水
　位を調整する
〇施肥
・ＪＡの栽培暦等により適正施肥に努める
〇収穫後の耕耘
・収穫後、すみやかに耕耘を行う

⑴里庄町内に存在する昭和
　56年５月31日以前に建て
　られた一戸建ての住宅
⑵倒壊の危険性があると判
　断された住宅の耐震改修
　工事であること
⑶２階建て以下のもの

耐震改修に係る費用のうち１
件（１棟）あたり23％（最大46万
円）

耐震改修

２棟２棟２棟２棟

―７1，2００円

６０，０００円

４２，０００円

４0，０００円

一般診断 補強計画 簡易診断

募集数

対象となる建築物
（条件をすべて満た
すもの）

料　金

町からの補助金

【問合せ先】農林建設課　☎64－7215

【申込み・問合せ先】農林建設課　☎６４－７２１４

荒廃農地の再生作業等に補助金があります

農作業機（ロータリー等）を装着した
トラクターの公道走行について
　道路運送車両法の基準緩和が公示され、農耕トラクターの使用者が
基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農作業機を農
耕トラクターに装着したままでも公道走行が可能となりました。

〇農作業機を装着すると、幅が1.7mを超える場合があります。
　この場合、道路交通法で定められている大型特殊自動車免許（農耕車限定含む）が必要となります。
　※作業機の幅は端から端までの寸法です。耕耘幅ではありませんので注意してください。
〇作業機を装着しても、灯火器類が他の交通から確認できる必要があります。
〇安定性の保安基準を満たせない場合は運行速度15km/h以下の速度制限と制限を受けた車の表
　示が必要となります。
〇幅が2.5mを超える場合は、表示や灯火器類、特殊車両通行許可を受けるなどの対応が必要になり
　ます。
　※詳しくは、お近くの農協など農機販売店にご確認ください。

ポイントと条件

農林建設課
☎６４－７２１５

申込み・問合せ先
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　農家の方の高齢化や担い手不足等により増加する荒廃農地対策として、町補
助金制度を創設し、予算の範囲内で担い手の方を支援します。

問合せ先 農林建設課
☎６４－７２１５

　町内の荒廃農地を借りたり購入したりして、営農を再開する農家の方等で次の要件を満たす方
（自己所有の農地は対象になりません。）

農業委員会による現地調査において、再生利用が可能な荒廃農地であると判断された農地であり、
営農再開までに一定以上の労力と費用が必要であること
荒廃農地に賃借権・使用賃借権を設定・移転するか、所有権の移転をするか、農作業受委託をすること
荒廃農地の再生作業等の後、５年間以上の耕作をすることを誓約し、毎年、耕作状況を報告すること
申請時点で納期限が到来している町税等の納付金に滞納がないこと

【対象者】

・

・
・
・

再生作業…農地の障害物除去、深耕、整地等
土壌改良…再生作業が行われた農地への堆肥や肥料等の投入等
営農定着…営農再開に向けた種子や営農資材等の導入等

【対象となる取組】
・
・
・

　次の10ａあたりの金額または事業費の２分の１のいずれか低い方の金額を補助します。（補助金
の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。）

再生作業…10ａあたり５万円
土壌改良…10ａあたり2.5万円
営農定着…10ａあたり2.5万円

【補助率】

・
・
・

５月11日（月）から５月29日（金）17時まで
※予算額を超える応募があった場合には、抽選とします。
　上記期間中の応募が予算額に達しない場合は、以降は
　先着順とします。（予算がなくなり次第終了します。）

【募集期間】

補助金の交付決定前に作業を開始した場合は、対象となりませんので注意してください。
令和２年度は、岡山県にも同様の補助金があります。
申請方法等、詳しくは農林建設課にお尋ねください。

【その他】

※申込みは受付順とし、
件数を満たした時点で
受付を終了します。

⑴里庄町内に存在する昭和56年５月31日
以前に建てられた一戸建ての住宅（事
務所などとの併用住宅にあっては、住
宅部分が過半のもの）

⑵構造が木造在来軸組工法であるもの
（対象外：ツーバイフォー工法、ログハ
ウス、プレハブなど）

⑶２階建て以下のもの

　町内に数多く存在する木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、住宅の耐震診断お
よび耐震改修に係る費用の一部を補助します。

木 造 住宅 耐 震 診 断 および耐 震 改 修 の募 集

◆募集期限　令和2年11月30日（月）まで (土・日・祝日を除く開庁時間内）

岡山県からのお知らせ

水田で使う被覆肥料の被膜殻の流出防止について
～海洋ごみ等のプラスチック問題解決に向けて～

　水田で被覆肥料の肥料成分が溶出した後、プラスチック等の被膜殻が水面に浮上し、水田から
河川や海洋等に流出する可能性があります。
　被覆肥料を使用している場合は、浅水代かきを行う他、代かきや田植え前の強制落水は避ける
などの水管理を行うことにより、被覆肥料をほ場外に流出させないように注意しましょう。

ポイント
〇畦畔管理
・あぜ塗りの徹底やあぜシートを設置する
・水尻周辺を丁寧に踏み固める
・止水板はあぜより高くする
〇代かき
・入水時までに田面の高低差をなくす
・代かきは浅水で行う
・強制排水ではなく、自然落水で水位調整する

〇田植え
・田植え前の落水は行わず、自然落水で水
　位を調整する
〇施肥
・ＪＡの栽培暦等により適正施肥に努める
〇収穫後の耕耘
・収穫後、すみやかに耕耘を行う

⑴里庄町内に存在する昭和
　56年５月31日以前に建て
　られた一戸建ての住宅
⑵倒壊の危険性があると判
　断された住宅の耐震改修
　工事であること
⑶２階建て以下のもの

耐震改修に係る費用のうち１
件（１棟）あたり23％（最大46万
円）

耐震改修

２棟２棟２棟２棟

―７1，2００円

６０，０００円

４２，０００円

４0，０００円

一般診断 補強計画 簡易診断

募集数

対象となる建築物
（条件をすべて満た
すもの）

料　金

町からの補助金

【問合せ先】農林建設課　☎64－7215

【申込み・問合せ先】農林建設課　☎６４－７２１４
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農作業機（ロータリー等）を装着した
トラクターの公道走行について
　道路運送車両法の基準緩和が公示され、農耕トラクターの使用者が
基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農作業機を農
耕トラクターに装着したままでも公道走行が可能となりました。

〇農作業機を装着すると、幅が1.7mを超える場合があります。
　この場合、道路交通法で定められている大型特殊自動車免許（農耕車限定含む）が必要となります。
　※作業機の幅は端から端までの寸法です。耕耘幅ではありませんので注意してください。
〇作業機を装着しても、灯火器類が他の交通から確認できる必要があります。
〇安定性の保安基準を満たせない場合は運行速度15km/h以下の速度制限と制限を受けた車の表
　示が必要となります。
〇幅が2.5mを超える場合は、表示や灯火器類、特殊車両通行許可を受けるなどの対応が必要になり
　ます。
　※詳しくは、お近くの農協など農機販売店にご確認ください。

ポイントと条件

農林建設課
☎６４－７２１５

申込み・問合せ先
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2020年 工業統計調査を実施します
　経済産業省では、工業統計調査を令和2年６月１日現在で
実施します。本調査は、製造業の実態を明らかにすることを
目的としています。
　調査をお願いする製造事業所には、本年５月中旬から６月
にかけて、調査票を統計調査員が持ってお伺いする他、国か
ら直接郵送でお届けしますので、調査にご理解いただきます
ようよろしくお願いします。
　なお、皆さまからご提出いただく調査票については、正確
なご記入をお願いします。

工業統計キャラクター・コウちゃん
◆問合せ先◆　企画商工課 ☎６4-3114

統計調査ってなに？
　「日本の総人口」や「消費者物価指数」、「完全失業率」などニュースや新聞で見聞きするこれらのデー
タは、全国の統計調査員が世帯や事業所を訪問し、調査票の記入を依頼し、回収した結果から得られた
ものです。日本の姿や時代の変化、流れをとらえるための大事な調査になります。

統計調査員とは？
　国が実施する各種統計調査において、調査票の配布、回収などを行う人のことです。

統計調査員の資格
　・里庄町にお住まいの原則20歳以上の健康な方　・責任を持って仕事に取り組める方
　・調査時に知り得た情報を他に漏らさない方　 　・警察、選挙、税務に密接な関係のない方
　・反社会的勢力と関係がない方

報酬・勤務日数・身分・補償について
　・報　　酬　調査の種類や受け持つ件数に応じて支払われます。
 　　　　　　（１調査あたり概ね２万円～５万円程度）
　・従事期間　概ね２～3か月です。
　・身　　分　調査員期間中は非常勤特別職の公務員として任命されます。
　　　　　　 一般職の公務員と同様、職務上知り得たことに関して守秘義務が発生します。
　・補　　償　調査中のケガなど損害責任が生じた場合は、公務災害補償が適用されます。

応募方法
　申込書（町ホームページから印刷または企画商工課窓口で受取）に必要事項を記入し、企画商工課へ
お持ちください。
　その際、簡単な面接を行いますが、お気軽な服装でお越しください。

応募・問合せ先　企画商工課　☎64-3114

統計調査員募集中！
空いた時間を

活用して働けます！
空いた時間を

活用して働けます！
あなたの仕事が

社会に活かされます！
あなたの仕事が

社会に活かされます！
初めての方でも
安心して働けます！
初めての方でも
安心して働けます！

調査活動に応じた
報酬があります！
調査活動に応じた
報酬があります！

～里庄町内でできる短期のお仕事です～

６月１日から受付開始
自動車急発進防止装置の設置費用を補助します

　町では、町内に在住する65歳以上の方に対して、高齢運転者の交通事故防止および事故時の被害軽減を目
的として、自家用車に後付けで設置する急発進防止装置の取付けに要する費用の一部を補助します。

●対象者
次の①～⑤の要件をすべて満たす方
①町内に住所を有する方
②令和３年３月31日までに満65歳以上となる方
③有効な自動車運転免許証を保有している方
④非営利で自ら使用する自動車へ装置を設置する方
⑤町税等を滞納していない方

●対象となる装置
①国の認定した「後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置」であること（詳細は、国土交通省ホームページ
　　https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000328.htmlをご覧ください。）
②岡山県内の認証整備事業者が設置すること

●その他
 ･ 補助金の交付は、対象者１名につき１台１回です。
 ･ 交付決定前に取付けを行った装置については対象となりません。必ず事前に申請を行ってください。
 ･ 先着順で、予算がなくなり次第終了します。

●利用方法
①整備業者から見積書をもらう
②「交付申請書」に必要書類を添えて、企画商工課へ提出
　（必要書類…見積書、車検証の写し、運転免許証の写し、町税完納証明書、委任状（代理人の場合））
③交付決定通知後、整備業者で取付けを実施
④「実績報告書」に必要書類を添えて、企画商工課へ提出
　（必要書類…領収書の写し、保証書その他の装置の品番が分かる書類の写し、補助金請求書）
⑤町から補助金確定通知書が届き、補助金を指定口座に振込みます
※様式は、企画商工課で配布する他、町ホームページからダウンロードできます。

【問合せ先】企画商工課　☎６４－３１１４

装置の区分
センサーあり

センサーなし

２万円

１万円

対象経費 補助率 上 限 額

●対象経費・補助率・上限額

装置の整備に要する
経費※ 対象経費の３分の２

※国の「サポカー補助金」を利用する場合は、国補助金額を除いた金額が対象となります。

代理の方による
申請もできます



10SATOSHO11 SATOSHO

2020年 工業統計調査を実施します
　経済産業省では、工業統計調査を令和2年６月１日現在で
実施します。本調査は、製造業の実態を明らかにすることを
目的としています。
　調査をお願いする製造事業所には、本年５月中旬から６月
にかけて、調査票を統計調査員が持ってお伺いする他、国か
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統計調査員募集中！
空いた時間を

活用して働けます！
空いた時間を

活用して働けます！
あなたの仕事が

社会に活かされます！
あなたの仕事が

社会に活かされます！
初めての方でも
安心して働けます！
初めての方でも
安心して働けます！

調査活動に応じた
報酬があります！
調査活動に応じた
報酬があります！

～里庄町内でできる短期のお仕事です～

６月１日から受付開始
自動車急発進防止装置の設置費用を補助します
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③交付決定通知後、整備業者で取付けを実施
④「実績報告書」に必要書類を添えて、企画商工課へ提出
　（必要書類…領収書の写し、保証書その他の装置の品番が分かる書類の写し、補助金請求書）
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装置の区分
センサーあり

センサーなし

２万円

１万円

対象経費 補助率 上 限 額

●対象経費・補助率・上限額

装置の整備に要する
経費※ 対象経費の３分の２

※国の「サポカー補助金」を利用する場合は、国補助金額を除いた金額が対象となります。

代理の方による
申請もできます



12SATOSHO13 SATOSHO

認知症介護者の会 ～あったかい～認知症介護者の会 ～あったかい～

　６月の「あったかい」では、認知症の方の介護をするうえでのポイントを知っていた
だき、日々の介護の参考にしていただきたいと考えています。お気軽にご参加ください。

◆日 時 ６月２日(火)　10時～11時30分
◆場 所 健康福祉センター　１階　相談室　
◆内 容 講演および座談会
　　　　「介護者に負担がかからないための介護のポイント」
　　　　 　講師　地域包括支援センター
　　　　 　　　　　　理学療法士　徳永　稔久

〈 講演会のお知らせ 〉〈 講演会のお知らせ 〉

申込みは、年間通じて受付をします。 
地域包括支援センター（里庄町健康福祉センター内）
☎６４－７２３２　FAX６４－７２３６

　生活支援サポーターは、一定の研修終了後、シルバー人材センターに登録していただき、軽度
の支援が必要な高齢者（介護保険の要支援１、２の認定を受けた方）の家庭を訪問し、片付けや掃
除などの業務を実施します。基本的には２人で家庭を訪問し、１回に30分以内で活動を行います。
ベテランの会員と一緒に行いますので、不安なく楽しくやりがいのある仕事です。

申込み・
問合せ先

受講対象者 里庄町在住の60歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けて
いない方
　※60歳未満の方でも受講できます。実際の活動はシルバー人材セン
　　ターに登録して行うため、60歳以上になります。

受講料

受講内容

無料

希望される方のご都合にあわせて、日程を設定します。
講座の受講時間の合計は５時間程度です。

生活支援サポーター養成講座

生活支援サポーター養成講座の受講者募集

・里庄町の現状、生活支援サポーターの活動について
・個人情報と守秘義務
・高齢者の病気（ビデオ研修）
・本人や家族とのコミュニケーション（ビデオ研修）
・詐欺被害（ビデオ研修）
・シルバー人材センターの活動について(ビデオ研修）
・修了証書授与

【申込・問合せ先】地域包括支援センター　☎64－7232

　下水道の使用水量は、原則として水道の使用量に基づいて算出されますが、井戸などの地下水を利用し
ている場合は、その使用水量を認定することになります。
　下水道使用料は、水道料金と同時に納付していただくようになります。
　詳しくは、町ホームページ https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/6/1264.html をご覧
   いただくか、上下水道課へお尋ねください。
　　　　　　　　　　　　　　【問合せ先】上下水道課　☎６４－３１１５

排除した汚水の量（1か月あたり） 使用料/m³　

１m³につき
50m³まで
50m³を超えるもの

150円（税抜き）
155円（税抜き）

　公共下水道は、令和元年度末で普及率65％、水洗化率71％となり、町内の約47％の方が利用されて
います。公共下水道への接続に一層のご協力をいただき、供用が開始された場合には、すみやかに排
水設備の工事をお願いします。
　くみ取り式トイレをご使用の方は、３年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています。
また、合併浄化槽をご使用の方は浄化槽を廃止して、できるだけ早く公共下水道へ接続してください。
　「環境保全・回復」という下水道の役割を十分理解していただき、水洗化による快適な生活を確保
するため、皆さまのご協力をお願いします。

下水道への接続はすみやかに下水道への接続はすみやかに

今回供用開始区域
（R2.３.31）
既供用開始区域

浅 口 市

笠 岡 市

【使用できるようになった区域】
浜中、川南、干瓜、堂迫、殿迫、
本村、高岡、東平井地区の
それぞれ一部
（※区域図）

　排水設備工事を行うときは、必ず里庄町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
「指定工事店」は基準にあった設備をつくるために必要な技術を習得しています。「指定工事店」以外で
は工事ができません。

排水設備工事は指定工事店で排水設備工事は指定工事店で

　受益者負担金は、下水道の供用開始区域内のすべての土地が賦課対象になり、土地の面積に応じて
１m²あたり750円の負担をしていただくことになります。（ただし、農地や山林などの場合は、申請により
徴収猶予を受けることができます。）
　負担金の納入方法は、分割納付と一括納付があります。
　○分割納付…負担金の納付期間は３年間とし、１年を４期に分け、12回で納付。
　○一括納付…各年度の最初の納期（第１期）に１年分あるいは２、３年分をあわせて納付。
　　納付額に報奨率（最高12％）を乗じて得た額が報奨金として交付されます。

受益者負担金受益者負担金

公共下水道
使用できる区域が拡大

下水道使用料下水道使用料 下水道使用料は、使用水量に応じて算出されます。　　　　　　　　

N
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５月10日（里庄町）にいつクリニック
５月17日（里庄町）礒川内科医院
５月24日（浅口市）金光病院
５月31日（浅口市）ほかま医院

☎（０８６５）６４－３６２２
☎（０８６５）６４－２００１
☎（０８６５）４２－３２１１
☎（０８６５）４２－６６１６

６月７日（浅口市）上田内科クリニック
６月14日（浅口市）みうら内科循環器科
６月21日（浅口市）すくすくこどもクリニック
６月28日（浅口市）みわ記念病院

☎（０８６５）４４－３１４７
☎（０８６５）４２－３３１１
☎（０８６５）４４－５４００
☎（０８６５）４２－５０００

休日当番医 ※休日当番医の診療時間は9：00～17：00です。

■もの忘れ相談
　６月２日（火）９:30～10:00 健康福祉センター

■心の健康相談
　６月11日（木）10:00～12:00 健康福祉センター
　担　当　和迩医師

　
健康福祉センター（健康福祉課）
☎64－7211電

話
メ
モ

備中保健所井笠支所（備中県民局井笠地域事務所）
☎0865－69－1675健康だより

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、５月の乳幼児・１歳児健診、２歳・２歳
半・４歳児歯科健診、胸部レントゲン検診（結核・肺がん検診）および健康相談、リハビリ
は延期します。
　今後についても延期もしくは中止となる場合があります。広報紙等で改めて周知し
ますので、ご確認ください。
　また、お子さんの発育・発達、育児についての心配ごと等がありましたら、保健師が電
話、訪問等により個別に対応させていただきますので、ご相談ください。

保健師のお話 喫煙は新型コロナウイルスの
感染・肺炎の重症化リスクを高めます
喫煙は新型コロナウイルスの
感染・肺炎の重症化リスクを高めます

【相談先・問合せ先】 健康福祉課　☎64-7211

　喫煙や受動喫煙は、がん、脳卒中、心疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、糖尿病の重症化などを
引き起こしますが、新型コロナウイルスの感染や重症化のリスク要因にもなることがわかって
きました。喫煙によって痛められた肺は、新型コロナウイルスに感染しやすく、更にダメージを
受け治りにくくなります。WHO（世界保健機関）は新型コロナウイルス感染症のQ&Aで「しては
いけないこと」に「喫煙」を挙げています。喫煙者はこの機会に禁煙することをおすすめします。

【喫煙により、重症化しやすくなる理由】
　肺の表面にある線毛は、肺内のウイルス、有毒粒子などを排出する働きをもっているが、喫煙
　は線毛を損傷させる。 
　ニコチンが、肺の炎症を抑え傷ついた細胞を修復する作用のある物質の産生を阻害する。 
　タバコは吸い口付近を指先で挟んだり、煙を深く吸い込んだりするため、手指に付着したウイ
　ルスが体内に入り込む機会が多い。 
　喫煙は新型コロナウイルスが体内に侵入する受容体（ACE2）を活性化させる可能性があると
　いわれている。 
　喫煙により免疫が低下する。
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○
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　６月２日（火）９:30～10:00 健康福祉センター
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喫煙は新型コロナウイルスの
感染・肺炎の重症化リスクを高めます
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　ニコチンが、肺の炎症を抑え傷ついた細胞を修復する作用のある物質の産生を阻害する。 
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まちの人口
（R２．３．31現在）
人口　　11,166人
（前月比  -14人）
男　　5,373人
女　　5,973人

世帯　4,567世帯
（前月比 +10世帯）

転 入  58人  出 生 ８人
転 出  73人  死 亡 ７人

里庄町の犯罪・交通事故発生状況（令和２年２月累計）
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パトロールさとしょうパトロールさとしょう インターネット銀行の口座から勝手にお金が送金されるという
事件が発生しています。ネット銀行はもちろん、クレジットカード
等についても、利用明細をこまめに確認し、不正利用の被害に
遭わないよう注意しましょう。
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地域に密着したお仕事情報が満載！
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新型コロナウイルスを口実にした
消費者トラブル

　新型コロナウイルスを口実にした消
費者トラブルが確認されています。
〇事例１
　保健所の職員を名乗る人から電話
　があり、「マスクが１世帯に２枚配ら
　れますが、ご家族は何人ですか」と
　聞かれた。
〇事例２
　「マスクを無料で送付する」などの
　言葉で関心をひき、メール内のURL
　をクリックさせて、フィッシングサイト
　に誘導された。
　回答したり、フィッシングサイトにアク
セスしたりすると、個人情報が流出す
る可能性があります。新型コロナウイ
ルスを口実にした不審な電話や心当た
りのない送信元からのメールには、反
応しないようにしましょう。
　困ったときは、一人で悩まずお気軽
にご相談ください。

問合せ先▶消費者ホットライン
　　　　　☎１８８（いやや）

新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル

新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルが確認されています。
〇事例１
保健所の職員を名乗る人から電話があり、「マスクが１世帯に２枚配られま
すが、ご家族は何人ですか」と聞かれた。
〇事例２
「マスクを無料で送付する」などの言葉で関心をひき、メール内のURLを
クリックさせて、フィッシングサイトに誘導された。

回答したり、フィッシングサイトにアクセスしたりすると、個人情報が流出す
る可能性があります。新型コロナウイルスを口実にした不審な電話や心当
たりのない送信元からのメールには、反応しないようにしましょう。
　困ったときは、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

消費者ホットライン　☎１８８（いやや）
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http://www.nippo-times.co.jp/
TEL.0865-64-6260

デザイン・印刷のことならなんでも
ご相談ください！！

地域に密着したお仕事情報が満載！

チラシ／リーフレット／DM／年賀状／
チケット／名刺／封筒／伝票／カレン
ダー／ポスター／パンフレット／クリア
ファイル／タオル／Tシャツ／各種デザイ
ン（ロゴ・イラスト・似顔絵）／自費出版
本／社史／記念誌／HP

新型コロナウイルスを口実にした
消費者トラブル

　新型コロナウイルスを口実にした消
費者トラブルが確認されています。
〇事例１
　保健所の職員を名乗る人から電話
　があり、「マスクが１世帯に２枚配ら
　れますが、ご家族は何人ですか」と
　聞かれた。
〇事例２
　「マスクを無料で送付する」などの
　言葉で関心をひき、メール内のURL
　をクリックさせて、フィッシングサイト
　に誘導された。
　回答したり、フィッシングサイトにアク
セスしたりすると、個人情報が流出す
る可能性があります。新型コロナウイ
ルスを口実にした不審な電話や心当た
りのない送信元からのメールには、反
応しないようにしましょう。
　困ったときは、一人で悩まずお気軽
にご相談ください。

問合せ先▶消費者ホットライン
　　　　　☎１８８（いやや）

新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル

新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブルが確認されています。
〇事例１
保健所の職員を名乗る人から電話があり、「マスクが１世帯に２枚配られま
すが、ご家族は何人ですか」と聞かれた。
〇事例２
「マスクを無料で送付する」などの言葉で関心をひき、メール内のURLを
クリックさせて、フィッシングサイトに誘導された。

回答したり、フィッシングサイトにアクセスしたりすると、個人情報が流出す
る可能性があります。新型コロナウイルスを口実にした不審な電話や心当
たりのない送信元からのメールには、反応しないようにしましょう。
　困ったときは、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

消費者ホットライン　☎１８８（いやや）
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あかね書房
　「夢を目標にしてチャレンジすることが、一番大事」「勝たなおもろない!!」「「やり続けていくこと
が自信につながっていく」自分の目指す夢に向かって突き進むアスリート達は大切にしている言葉
をもっています。そんな言葉にまつわるたくさんのお話を紹介します。東京オリンピック・パラリン
ピック2020は、延期になりましたが、不屈の精神を持つアスリート達の力強い言葉を聞くと元気
が出ます。

〈児童書〉 『アスリートがくれた元気が出る言葉』

　「プライマリ・ケア」とは、「普段から何でも診てくれ、相談に乗ってくれる身近な医師（主に開業
医）による医療」です。プライマリ・ケアの第一人者が、体のしくみを説明しながら、がん患者の体
で起こっていることや現在の医療技術で可能な検査や治療について解説。医療や医師との向き
合い方や、がんを克服するための心構えのヒント等も伝えます。

〈一般書〉 『がんを疑われたら最初に読む本　プライマリ・ケア医の立場から』
高橋基文／著　クロスメディア・パブリッシング・インプレス
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　来月号（６月号）には、令和元年５月生まれのお子さんの写真を掲載する予定です。
　該当の方にはご連絡します。
　詳しくは、企画商工課広報担当（☎64－3114）へお尋ねください。

1歳になりましたで月４４
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「がん関連図書コーナー」を新設しました！
　病気の本の本棚に「がん関連図書コーナー」ができました。各種がんの症状と治療法、生活
ケア、食事、闘病記などを集めています。これからも、新しいがん関連図書を購入予定です。

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、図書館は当面の間休館します。利用者の皆さまには、ご迷惑をお
掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
☆貸出中の図書・雑誌をお持ちの皆さまで、返却希望の方はポストに入れてください。
　図書館が開館してご返却いただいてもかまいません。貸出期間は自動的に延長になります。
☆視聴覚資料をお持ちの方は返却ポストに返却をしないでください。

【休館のお知らせ】

岡山県浅口郡里庄町役場　〒719-0398  岡山県浅口郡里庄町大字里見1107－2　TEL.0865－64－3111
　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス https://www.town.satosho.okayama.jp
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唯ちゃんお誕生日おめ
でとう！お兄ちゃんと
仲良く遊んでね！
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しゅんちゃんお誕生日
おめでとう。毎日笑っ
て過ごそうね。
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緒麦ちゃんお誕生日お
めでとう。いっぱい食
べて大きくなってね。

原
田
　緒
麦
ち
ゃ
ん
（
新
庄
）

平
成
31
年
４
月
20
日
生
ま
れ

  

は
ら
だ 

　

   

つ
む
ぎ

だより図書館 里庄町立図書館　☎64ｰ6016　


